
介護予防・日常生活支援総合事業
説明会

平成28年12月22日（木）
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本日の内容

１．総合事業のサービス

２．介護予防ケアマネジメント

３．総合事業の対象者

４．利用手続きについて

５．給付管理について

６．利用者負担について
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※本日の内容については、今後変更する可能性があります。



１．総合事業のサービス
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○ 介護予防・生活支援サービス事業 ⇒ 必要度に応じた多様なサービスを提供

介護予防訪問介護

〔訪問型サービス〕

①現行相当の訪問サービス
（みなし）

②自立生活支援サービス(新)
（基準緩和型）

③短期集中型訪問サービス(新)
（短期集中型）

内 容：生活援助を提供
対 象 者：「現行相当の訪問サービス」の対象者以外の方

介護予防通所介護

〔通所型サービス〕

①現行相当の通所サービス
（みなし）

②通所型サービスＡ(新)
（基準緩和型）

③短期集中型通所サービス(新)
（短期集中型）

○ 一般介護予防事業 ⇒ 住民主体の介護予防活動を推進

一次予防事業

二次予防事業

一般介護予防事業再構築
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業 など

内 容：訪問介護員が身体介護、生活援助を提供
対 象 者：既に介護予防訪問介護を利用されている方

新たに利用される方で認知機能低下のある方や身体介護
が必要な方等

内 容：適切な運動・食事・口腔指導により生活機能の維持・改
善を図ることを目的としたサービスの提供（３か月程度）

対 象 者：集中的な生活機能向上のためのトレーニングを必要と
する方

内 容：現行と同様（入浴、機能訓練、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなど）
対 象 者：既に介護予防通所介護を利用されている方

新たに利用される方で認知機能低下のある方や身体介護
が必要な方等

内 容：５時間以上、食事あり、楽しい時間を過ごすための活動
対 象 者：食事の介助、排泄の介助、入浴が必要でない方など
報酬単価：「現行相当の通所サービス」の75％程度

内 容：運動機能、生活機能向上を目的としたサービスの提供
（３ヶ月）

対 象 者：集中的な生活機能向上のためのトレーニングを必要と
する方

現 行 移 行 後

総合事業のサービス
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①現行相当の訪問サービス（指定事業者）
現行の介護予防訪問介護に相当するサービスで、
有資格の訪問介護員等による身体介護・生活援助

②自立生活支援サービス（委託（予定：シルバー人材センター））
生活援助（清掃、洗濯など）

③短期集中型訪問サービス（本市直営）
生活機能の低下が認められるが通所事業所等に自ら
通うことが困難な方に対し、看護師、リハビリテー
ション専門職、栄養士、歯科衛生士等が３ヶ月（ま
たは６ヶ月）の短期間で実施する訪問支援

掛川市の訪問型サービス
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訪問型サービスの概要

類 型 ①現行相当の訪問サービス ②自立生活支援サービス ③短期集中型訪問サービス

目 的
○要支援状態の維持・改善
○要介護状態になることの予防

○生活の質の確保・向上
○生活機能の維持・改善を図り、QOLを高め
る

○サービス終了後に社会参加へ結びつく

サ ー ビ ス
内 容

○訪問介護員による身体介護・生活援助
○調理・掃除・買物・洗濯等の 生活援助
（老計第10号の範囲内）

○運動指導、日常生活動作指導・訓練
○口腔機能向上指導 ○栄養改善指導

対 象 者

要支援１又は２（要支援認定）
○既に介護予防訪問介護を利用している方
○新たにサービス利用する方
（認知機能の低下や身体介護が必要な状態等
により訪問介護員によるサービス提供が
必要な方）

要支援１又は２（要支援認定）
○既に介護予防訪問介護を利用している方のうち
希望する方

○新たにサービス利用する方
（現行相当の訪問サービスの利用対象者を除く）

要支援１又は２（要支援認定）
事業対象者（基本チェックリスト該当者）

○保健・医療の専門職による訪問支援が
必要な方

利 用 頻 度

要支援１ 週１回程度、２回程度
要支援２ 週１回程度、２回程度、２回超

要支援１、要支援２、事業対象者

・利用回数は週２回以内、利用時間は週２時間以内

要支援１・２、事業対象者とも
週1回で３ヶ月間 計１２回
（最長週1回で６ヶ月間 計２４回）

※訪問の頻度については、ケアマネジメント
により、変更あり

サ ー ビ ス
提 供 主 体

指定介護保険サービス事業者
（法人格を有すること）

委 託 掛川市（直営）

基 準 現行の介護予防訪問介護と同様 － －

サ ー ビ ス
提 供 者

訪問介護員※
※介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者等

介護福祉士・介護職員初任者研修等修了者又は市長が
認める研修の受講者

本市が雇用する
看護師、リハビリテーション専門職、

歯科衛生士、栄養士等

利 用 者 負 担
あり

原則１割負担（一定以上所得の方は２割負担）
あり

1時間あたり、２００円
なし

マネジメント
介護予防サービス計画（介護予防支援）
介護予防ケアマネジメントＡ

介護予防サービス計画（介護予防支援）
介護予防ケアマネジメントＢ

介護予防サービス計画（介護予防支援）
介護予防ケアマネジメントＡ

支 払 国保連合会経由で審査・支払 委託 直営

単 価 １０．２１円 － －

報 酬 単 価 現行の介護予防訪問介護と同様 － －
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訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について
＜老計第10号（平成12年3月17日） ＞

身体介護 生活援助

定義

①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
（準備、片付け等を含む）

②利用者の日常生活動作能力（ＡＤＬ）や意欲の
向上のために利用者と共に行う自立支援のため
のサービス

③その他専門知識・技術をもって行う利用者の日
常生活上・社会生活上のためサービス

身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調
理などの日常生活上の援助であり、利用者が単身、
家族が障がい・疾病などのため、本人や家族が家事
を行うことが困難な場合に行われるサービス

内容

・サービスの準備・記録等

・排せつ・食事介助

・清拭・入浴、身体整容

・体位変換、移動・移乗介助、外出介助

・起床及び就寝介助

・服薬介助

・自立生活支援のための見守り的援助

（自立支援、ＡＤＬ向上の観点から安全を確保

しつつ常時介助できる状態で行う見守り等）

・掃除

・洗濯

・ベッドメイク

・衣類の整理・被服の補修

・一般的な調理、配下膳

・買い物・薬の受け取り
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訪問型サービスの指定基準（人員基準等）

現行相当の訪問サービス 自立生活支援サービス

人員
基準

○管理者（※１） 常勤・専従 １以上

○サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち利用者 40人
に対し１人以上（※２）

＜資格要件＞
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（介護職員実務者
研修修了者、介護職員基礎研修修了者、ヘルパー１級修了
者を含む）、看護師、准看護師、保健師

○訪問介護員等 常勤換算 2.5以上
＜資格要件＞
上記サービス提供責任者と同様又は、ヘルパー２級修了者

※１ 利用者のサービス提供に支障がない場合、他の職務又
は同一敷地内の他の事業所等の職務に従事可能

※２ 一部非常勤の配置も可能

○委託先 シルバー人材センター（予定）

○従事者 ヘルパー３級修了者又は一定の研修修了
者（予定）

設備
基準

現行の介護予防訪問介護と同様

運営
基準

現行の介護予防訪問介護と同様
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①現行相当の通所サービス（みなし）（指定事業者）
現行の介護予防通所介護に相当するサービスで、
入浴、排せつ、食事等の生活上の支援及び日常生活
機能向上のための機能訓練など

②通所型サービスＡ（指定事業者）
レクリエーション、体操、趣味活動など
食事あり ５時間以上

③短期集中型通所サービス（委託）
３ヶ月程度の短期間で集中的に、保健・医療の専門
職により提供される生活機能向上を目的としたサー
ビス（概ね60分以上）
※短期集中型通所サービスは、卒業を視野に入れたサービスであり、継

続的に利用することはできません。

掛川市の通所型サービス

9



通所型サービスの概要①

類 型
①現行相当の通所サービス

（みなし）
②通所型サービスＡ ③短期集中型通所サービス

目 的
○心身機能の維持・回復
○生活機能の維持・向上

○心身機能の維持・回復 又は 生活機能の維持・向上

○生活機能の維持・改善を図り、QOLを高め
る

○サービス終了後に社会参加へ結びつくよう
にする

サ ー ビ ス
内 容

○入浴、排せつ、食事等の生活上の支援
○身体機能の向上のための機能訓練
○日常生活機能向上のための機能訓練 など

○ミニデイサービス
○運動、レクリエーションなど ○運動機能、身体機能向上を目的としたサービ

スの提供
○生活機能向上を目的としたサービスの提供

対 象 者

要支援１ 要支援２ 事業対象者 要支援１ 要支援２ 事業対象者 要支援１ 要支援２ 事業対象者

○保健・医療の専門職による支援が
必要な方

利 用 頻 度

要支援１ 週１回程度
要支援２ 週１回程度、２回程度
事業対象者 週１回程度、２回程度

要支援１ 週１回程度
要支援２ 週１回程度、２回程度
事業対象者 週１回程度、２回程度

要支援１・２、事業対象者とも
１コース：週１回で３ヶ月間 計１２回
（最長週１回で６か月間 計２４回）

サ ー ビ ス
提 供 主 体

指定介護保険サービス事業者 指定介護保険サービス事業者
委託

基 準
現行の介護予防通所介護と同じ

別紙のとおり（次頁） －

サ ー ビ ス
提 供 時 間

現行の介護予防通所介護と同じ ５時間以上 ６０分

利 用 者 負 担 原則１割負担（一定以上所得の方は２割負担） 原則１割負担（一定以上所得の方は２割負担） 原則１割負担（一定以上所得の方は２割負担）

マネジメント
介護予防サービス計画（介護予防支援）
介護予防ケアマネジメントＡ

介護予防サービス計画（介護予防支援）
介護予防ケアマネジメントＡ

介護予防サービス計画（介護予防支援）
介護予防ケアマネジメントＡ

支 払 国保連合会経由で審査・支払 国保連合会経由で審査・支払 市より直接支払 10
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サービス種別
現行相当の通所サービス

（みなし）

通所型サービスＡ（独自）

一体型
（通所介護等との一体実施）

単独型

設備

○食堂及び機能訓練室（3㎡×利用定員以上）
○静養室、相談室、事務室
○消化設備その他の非常災害に必要な設備
○提供に必要なその他の設備及び備品

※通所介護等と一体的に運営する場合、通所介護等の基準を満たし、通所介護等に支障が
ない場合については、通所介護等の設備・備品等を使用することができる。

運営

○個別サービス計画の作成
○重要事項の説明・同意
○提供拒否の禁止
○従事者の清潔の保持・健康状態の管理
○秘密保持等
○事故発生時の対応
○廃止・休止の届出と便宜の提供 等

※総合事業に係る記録等の保存については、予防給付と異なり、地方自治法第236条第1項の規定が適用され、
2年→5年となります。

（介護保険最新情報Vol.462参照）

利用者負担額 原則、１割負担（一定以上の所得の利用者は２割負担）

単価 １０．１４円 １０．００円

報酬単価

○要支援1・事業対象者（週1程度） ○要支援1・事業対象者（週1回程度） ○要支援1・事業対象者（週1回程度）

1,647単位/月 1,250単位/月 1,250単位/月

○要支援2・事業対象者
（週2回程度）
3,377単位/月

○要支援2・事業対象者
（週2回程度）

2,500単位/月

○要支援2・事業対象者
（週2回程度）

2,500単位/月

通所型サービスの基準概要②
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サービス種別 現行相当通所サービス（みなし）
通所型サービスＡ（独自）

一体型
（通所介護等との一体実施）

単独型

サービス概要 現行の介護予防通所介護と同様の基準

○通所介護等と一体で実施する「一体型」と、通所型サービスＡのみ
を行う「単独型」を設定

○単独型は、要介護者等へのサービスと明確に分けて実施（別の
部屋で実施、時間帯を分けて実施、曜日を分けて 実施等の方法に
よる）

利用者の目安
既に介護予防通所介護を利用しており、継続
が必要なケース

１ 食事の介助、排泄の介助、入浴が必要でないケース
２ 心身機能の回復訓練、生活の活性化の場等が必要なケース

人
員
基
準

管理者
常勤・専従1以上
（支障がない場合、他の職務、同一敷地内の

他事業所等の職務に従事可能）

国基準型通所サービス
（現行相当）と同様

専従1以上
（支障がない場合、他の職務、同
一敷地内の他事業所等の職務
に従事可能）

生活相談員
専従1以上
【資格要件】 介護福祉士等（現行どおり）

－

看護職員
専従1以上
【資格要件】 看護師等（現行どおり） －

介護職員
～15人 専従１以上
15人～ 利用者１人につき専従0.2以上

国基準型通所サービス（現行
相当）と同様
○ただし、通所型サービスＡ利用
者には、国基準に抵触しない範囲
で単独型の基準を適用が可能

～15人 専従１以上
15人～ 利用者１人につき専従
0.1以上

機能訓練指導員
1以上

【資格要件】 理学療法士等（現行どおり）
国基準型通所サービス（現行相
当）と同様

－

想定される
サービス提供者

現行の指定介護事業者
現行の指定介護事業者

（通所介護等の指定を受けている
ことが前提）

現行の指定介護事業者
／新規参入の事業者

通所型サービス基準概要③



２．介護予防ケアマネジメント
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①ケアマネジメントＡ（地域包括支援センター※）
総合事業の訪問型サービス（自立生活支援サービスを
除く）、通所型サービスのみを利用する場合のケアマ
ネジメントで現行の介護予防支援に相当するもの
※居宅介護支援事業所への一部委託あり

②ケアマネジメントＢ（地域包括支援センター）
総合事業の自立生活支援サービスのみを利用する場合
のケアマネジメントで、サービス担当者会議と毎月の
モニタリングの実施等の運営基準を緩和したもの

③ケアマネジメントＣ
初回のみの介護予防ケアマネジメント
※現在、該当するサービスはありません

掛川市の介護予防ケアマネジメント
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介護予防ケアマネジメントの概要

15

サービス類型 介護予防支援 ①ケアマネジメントＡ ②ケアマネジメントＢ ③ケアマネジメントＣ

対象事業 ・介護予防給付 ・サービス事業の指定を受
けた事業所のサービスを
利用する場合

・短期集中予防サービスを
利用する場合

・①又は③以外のケー
スで、ケアマネジメ
ントの過程で判断し
た場合（指定事業所
以外の多様なサービ
スを利用する場合
等）

・ケアマネジメントの
結果、補助や助成の
サービス利用やその
他の生活支援サービ
スに利用につなげる
場合

（※必要に応じ、その
状況把握を実施）

アセスメント 実施 実施 実施 実施（初回のみ）

ケアプラン作成 作成 作成 作成 作成（省略版）

サービス担当者会議 プラン作成・変更の都度 プラン作成・変更の都度 必須ではない 必須ではない

プラン有効期間 ６ヶ月 ６ヶ月 12ヶ月 期間なし

モニタリング訪問 ３ヶ月に１回 ３ヶ月に１回 ６ヶ月に１回 概ね１２ヶ月に１回

評価 計画開始後６ヶ月経過前、
計画期間修了前

計画開始後６ヶ月経過前、
計画期間修了前

計画期間修了前 必須ではない

基本報酬 430単位 430単位 200単位 検討中

加算 初回加算 300単位 初回加算 300単位 初回加算 300単位 検討中

算定時期 毎月 毎月 毎月 初回のみ



○訪問型サービスと通所型サービスの併用
１か月の中で、訪問型サービスと通所型サービスを併用することは可能です。

介護予防ケアマネジメントにおいて利用者の状態像に応じた適切なサービスを選択し
てください。

○訪問型サービス同士の併用
・１か月の中で、現行相当の訪問サービスと自立生活支援サービスを併用することは

できません。
※１か月の中で、身体介護のサービス提供と生活援助のサービス提供が混在する
場合は、サービス計画には、身体介護が含まれる現行相当の訪問サービスを
位置づけてください。

・短期集中型訪問サービスはその他の訪問型サービスとの併用が可能です。

○通所型サービス同士の併用
・１か月の中で、現行相当の通所サービスと通所型サービスＡを併用することは
できません。
※１か月の中で、入浴サービスの希望等がある場合とない場合の利用が混在する
場合は、サービス計画には、入浴サービス等がある現行相当の通所サービスを
位置づけてください。

・短期集中型通所サービスはその他の通所型サービスとの併用が可能です。

サービスの併用等について①

16



○サービスの併用の可否一覧表

サービスの併用等について②

17

訪問型サービス 通所型サービス

現行相当の
訪問サービス

自立生活支援
サービス

短期集中型
訪問サービス

現行相当の
通所サービス

通所型サービスＡ
短期集中型
通所サービス

訪

問

型

サ

ー

ビ

ス

現行相当の
訪問サービス

× ○ ○ ○ ○

自立支援生活
サービス

× ○ ○ ○ ○

短期集中型
訪問サービス

○ ○ ○ ○ ○

通

所

型

サ

ー

ビ

ス

現行相当の
通所サービス

○ ○ ○ × ○

通所型サービスＡ ○ ○ ○ × ○

短期集中型
通所サービス

○ ○ ○ ○ ○



３．総合事業の対象者

18



総合事業の対象者

○総合事業の対象者
①要支援認定者：要支援１、２の認定を受けた方
②事業対象者 ：基本チェックリストを実施し事業対象者と

判断された方

（注）掛川市では平成29年４月１日から介護予防訪問介護、介護予防通所介護
は全て総合事業のサービスとして提供します。

H29.4.1

総合事業のサービス

総合事業のサービス

新たにサービス
利用する方

現在の認定有効期間が
H29.3.31までの方

予防給付のサービス

現在の認定有効期間が
H29.4.1以降の方

予防給付のサービス

現在の要支援認定 更新認定（要支援認定）又は基本チェックリスト該当

新規認定（要支援認定）又は基本チェックリスト該当

現在の要支援認定 更新認定（要支援認定）又は基本チェックリスト該当

総合事業のサービス 19



20

基本チェックリストの実施①

○基本チェックリストの実施対象者
①総合事業のみの利用を予定する方
（予防給付のサービスの利用を予定しない方）

②要介護（要支援）認定の結果、「非該当」となった方
③その他、市役所高齢者支援課又は地域包括支援センターで必要と認める方
※予防給付のサービスの利用を希望する場合は、従来どおり要支援認定
申請を行う。

○基本チェックリストの実施者
①市役所高齢者支援課職員
②ふくしあ職員（行政・地域包括支援センター）

○基本チェックリスト実施の流れ
①利用者希望者と家族が市役所高齢者支援課又はふくしあ（行政、地域包括
支援センター）へ相談
②ご本人と面接し、基本チェックリストを実施（来所・訪問等）
③該当した場合、介護保険被保険者証に「事業対象者」と印字される



基本チェックリストの実施②

21



対象者と利用可能なサービス

H29.3.31
時点の状況

予防給付 総合事業

訪問看護
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
短期入所
福祉用具貸与
住宅改修 など

訪問型サービス 通所型サービス

現行相当
の訪問
サービス

自立生活
支援
サービス

短期集中
型訪問
サービス

現行相当
の通所
サービス

通所型
サービス
Ａ

短期集中
型通所
サービス

要支援
認定者

要支援
認定者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業
対象者

× ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定なし

要支援
認定者

○ △ ○ ○ △ ○ ○

事業
対象者

× △ ○ ○ △ ○ ○

○対象者と利用可能なサービス
以下の場合は、要支援認定が必ず必要となります。

・予防給付のサービス（訪問看護や福祉用具貸与など）を利用する場合

対象者

サービス

22



４．利用手続きについて

23



サービス利用の手続き①

○介護予防・日常生活支援総合事業の利用のみを希望する場合は、要支援認定
手続きを経ることなく、基本チェックリストを実施し該当すれば、「事業対
象者」（基本チェックリスト該当者）として、サービス利用が可能です。

○認定更新時においては、対象となる利用者の状態像により、認定更新申請、
基本チェックリストの実施又は、認定更新不要のいずれかに判断されます。

○「事業対象者」には、要支援認定のような認定有効期間はなく、被保険者証
に「事業対象者」と印字されます。
※「事業対象者」は、有効期間がないため、更新認定申請のようなものは
ありません。

○「事業対象者」と判断された後の流れ
①利用者が地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントの契約
②地域包括支援センターが市役所へ「介護予防ケアマネジメント依頼
（変更）届出書」を提出

③市役所高齢者支援課予防支援係が介護保険被保険者証を発行

24



25

（参考）事業対象者の介護保険被保険者証の記載

○基本チェックリストの実施による「事業対象者」は、旨の届出書を市役所高齢者支援課
予防支援係に提出すると、

・「事業対象者」である旨
・「基本チェックリスト実施年月日」
・介護予防ケアマネジメントを担当する「地域包括支援センター名」

が記載された介護保険被保険者証が発行されます。

25

事業対象者

○○地域包括支援センター
平成○年○月○日

平成○年○月○日事業対象者は、基本チェック
リスト実施年月日が記載され
ます。



第１号被保険者（65歳以上の方）

市役所・ふくしあ（行政、地域包括支援センター）

非該当（自立） 要支援１～２

予防給付サービス

介護予防訪問看護
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
介護予防福祉用具貸与 など

一般介護予防事業 （ プラチナ世代の若返り講座、健やかステップ 等）

現行相当の訪問サービス

現行相当の通所サービス

短期集中型通所サービス

短期集中型訪問サービス

ケアプラン作成（地域包括支援センター）※ ケアプラン作成
（居宅介護支援事業所）

※ 地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所を含む。

総合事業のサービス

事業対象者 要介護１～５

介護給付サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
通所介護
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
福祉用具貸与 など

相談

該当非該当

基本チェックリスト

サービス利用の手続き②
更新の場合

26

要介護・要支援認定

自立生活支援サービス

通所型サービスＡ



第１号被保険者（65歳以上の方）

市役所・ふくしあ（行政、地域包括支援センター）

非該当（自立） 要支援１～２

予防給付サービス

介護予防訪問看護
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
介護予防福祉用具貸与 など

一般介護予防事業 （ プラチナ世代の若返り講座、健やかステップ 等）

短期集中型通所サービス

短期集中型訪問サービス

ケアプラン作成（地域包括支援センター）※ ケアプラン作成
（居宅介護支援事業所）

※ 地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所を含む。

総合事業のサービス

事業対象者 要介護１～５

介護給付サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
通所介護
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
福祉用具貸与 など

相談

該当非該当

基本チェックリスト

サービス利用の手続き③

27

要介護・要支援認定

自立生活支援サービス

通所型サービスＡ

現行相当の訪問サービス

現行相当の通所サービス

新規の場合



第２号被保険者（40歳以上65歳未満の方）

市役所・ふくしあ（行政・地域包括支援センター）

非該当（自立） 要支援１～２

予防給付サービス

介護予防訪問看護
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
介護予防福祉用具貸与など

現行相当の訪問サービス

通所型サービスＡ

自立生活支援サービス

現行相当の通所サービス

短期集中型通所サービス

短期集中型訪問サービス

ケアプラン作成（地域包括支援センター）※ ケアプラン作成
（居宅介護支援事業所）

※① 地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所を含む。

総合事業のサービス

要介護１～５

介護給付サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
通所介護
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
福祉用具貸与 など

相談

サービス利用の手続き④

28

要介護・要支援認定

更新の場合



第２号被保険者（40歳以上65歳未満の方）

市役所・ふくしあ(行政・地域包括支援センター）

非該当（自立） 要支援１～２

予防給付サービス

介護予防訪問看護
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
介護予防福祉用具貸与など

通所型サービスＡ

自立生活支援サービス

短期集中型通所サービス

短期集中型訪問サービス

ケアプラン作成（地域包括支援センター）※ ケアプラン作成
（居宅介護支援事業所）

※① 地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所を含む。

総合事業のサービス

要介護１～５

介護給付サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
通所介護
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
福祉用具貸与 など

相談

サービス利用の手続き⑤

29

要介護・要支援認定

現行相当の訪問サービス

現行相当の通所サービス

新規の場合



初回加算の算定について
初回加算の算定については、基本的には指定居宅介護支援、指定介護予防支援に
おける基準に準じる

【初回加算の算定ができる場合】

①新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合（介護予防ケアマネジメント

の実施が終了して二月以上経過した後に、介護予防ケアマネジメントを実施す

る場合）

②要介護者が、要支援認定を受け、あるいはサービス事業対象者として介護予防

ケアマネジメントを実施する場合

30

移行前 移行後 初回加算の算定

事業対象者 ⇒
要支援 △ ※

要介護 ○

要支援 ⇒
事業対象者 ×

要介護 ○

要介護 ⇒
事業対象者 ○

要支援 ○

※過去二月以上当該地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、
介護予防ケアマネジメント費が算出されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービス計画
を作成した場合は算定できる



５．給付管理について
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総合事業の給付管理について①
○介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書について

32

対象者 ケアマネジメント作成依頼届 契約書（再契約） 提出先

新
規
利
用
者

事業対象者
介護予防ケアマネジメント作
成依頼届出書

介護予防支援及び
介護予防ケアマネ
ジメントに係る契
約書

予防支援係

要支援
認定者

総合事業のみ

給付併用
居宅（介護予防）サービス計
画作成依頼（変更）届出書

介護認定係

既
利
用
者

事業対象者に変更
介護予防ケアマネジメント作
成依頼届出書

予防支援係

要支援
認定者

総合事業のみ

給付併用 提出省略 －

給付のみ 提出省略 提出省略 －



総合事業の給付管理について②

○届出書の提出について

33

認定（更新）申請等 給付管理事業者
提出先

前 後 前 後

要介護者

要介護 →      要支援 居宅介護支援事業者 → 地域包括支援センター 介護認定係

要介護 →     事業対象者 居宅介護支援事業者 → 地域包括支援センター 予防支援係

要支援者

要支援 →        要介護 地域包括支援センター → 居宅介護支援事業者 介護認定係

要支援 →     事業対象者 地域包括支援センター → 地域包括支援センター 予防支援係

事業対象者

事業対象者 →        要介護 地域包括支援センター → 居宅介護支援事業者 介護認定係

事業対象者 →        要支援 地域包括支援センター → 地域包括支援センター 介護認定係



６．利用者負担について
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・訪問型サービス、通所型サービスともに原則１割負担
（一定以上所得者は２割負担）とします。
※現行の予防給付の利用者負担と同じ

・給付制限（保険料の滞納が続いた場合の措置）につい
ては、現行の予防給付と同様に総合事業でも実施しま
す。

利用するサービス

予防給付 総合事業

要支援者 給付制限あり 給付制限あり

事業対象者 給付制限あり

利用者負担割合

35



○ 総合事業のサービス分と、予防給付のサービス分を
合わせて給付管理が行われる。支給限度額は、下記
の通りとする。

区分支給限度額

36

支給限度額 （注）

要支援１ ５，００３単位／月 （現行と同じ）

要支援２ １０，４７３単位／月 （現行と同じ）

事業対象者 ５，００３単位／月


